
設計書用紙（甲号）

事 業 設 計 書
所長 専門監 補佐 係長 係 設計者

設 事業費総計 　事業価格 円 円 円

計 　事業費計 円 円 円

金 内
額

訳

設

計 ・　和名ケ谷スポーツセンター：2月の第3週日曜日は送電元の年次点検により休館

概 ・　その他別紙の通り

要

設計内容

審査済

松　　　戸　　　市

設計年月日 令和８年１月　　日

部長

和名ケ谷スポーツセンター他１施設
スポーツ施設管理業務委託

松戸市和名ケ谷1360番地
及び松戸市高塚新田427番地

一金
和名ｹ谷ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 東部ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 合計

（東部スポーツパークプール委託期間）
(令和8年6月1日から令和8年9月30日まで)

事業
期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで事業名称

事業場所



大　内　訳　書
内訳書第1表

費 目 工 種 種 別 細 別 単位

ろ過機(砂ろ過式)等水処理
施設運転管理を含まない 式

ろ過機(珪藻土式)等水処理
施設運転管理を含む 式

委託価格 ①

消費税及び地方消費税 式

委託費合計

1

数 量 単 価 金 額 摘 要

和名ケ谷スポーツセンター他１施設スポーツ施設管理業務委託

①＋②

和名ｹ谷ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｽﾎﾟｰﾂ施設管理業務
内訳書 第2表

合計の93.000052%

東部ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ ｽﾎﾟｰﾂ施設管理業務
内訳書 第3表

合計の6.999948%

②1

1

松　戸　市



内　訳　書
内訳書第2表

費 目 工 種 種 別 細 別 単位

和名ｹ谷ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｽﾎﾟｰﾂ施設管理業務

プール管理業務 式

プール清掃業務 式

トレーニング室管理業務 式

水質検査業務 式

可動床装置保守点検 式

小計

一般管理費 式

委託価格

1

1

1

1

1

1

内訳書第5表

内訳書第7表

内訳書第6表

数 量 単 価 金 額 摘 要

内訳書第4表

松　戸　市



内　訳　書
内訳書第3表

費 目 工 種 種 別 細 別 単位

東部ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ ｽﾎﾟｰﾂ施設管理業務

プール管理業務 式

プール清掃業務 式

水質検査業務 式

小計

一般管理費 式

委託価格

1

数 量

1

1

1

内訳書第8表

内訳書第10表

内訳書第9表

単 価 金 額 摘 要

松　戸　市



内　訳　書
内訳書第4表

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位

プール管理業務（和名ケ谷）

通常期（平日） 日 186 .00

シーズン期（平日） 日 40 .00

通常期（土日、祝日） 日 79 .00

シーズン前後期（土日、祝日） 日 19 .00

シーズン期（土日、祝日） 日 20 .00

小計

単価表 第３表

単価表 第５表

数 量 単 価 金 額 摘 要

単価表 第１表

単価表 第２表

単価表 第４表

松　戸　市



内　訳　書
内訳書第5表

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位

プール清掃業務（和名ケ谷）

床の日常清掃 日 344 .00

床以外の日常清掃 日 344 .00

定期清掃 日 12 .00

特別清掃 日 1 .00

小計

直接物品費 式

小計

業務管理費 式 1

小計

1

単価表 第20表

単価表 第14表

単価表 第10表

数 量 単 価 金 額 摘 要

単価表 第18表

松　戸　市



内　訳　書
内訳書第6表

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位

トレーニング室管理業務（和名ケ谷）

年間 日 345 .00

小計

単価表 第21表

数 量 単 価 金 額 摘 要

松　戸　市



内　訳　書
内訳書第7表

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位

水質検査業務（和名ケ谷）

総トリハロメタン 回 1 .00

総トリハロメタン以外 回 12 .00

小計

単価表 第23表

数 量 単 価 金 額 摘 要

単価表 第22表

松　戸　市



内　訳　書
内訳書第8表

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位

プール管理業務（東部）

令和８年７月１７日まで(平日) 日 11 .00

令和８年７月１８日以降（平日） 日 29 .00

土日、祝日 日 20 .00

計

数 量 単 価 金 額 摘 要

単価表 第24表

単価表 第25表

単価表 第26表

松　戸　市



内　訳　書
内訳書第9表

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位

プール清掃業務（東部）

開設前後清掃 日 2 .00

床の開設中清掃 日 60 .00

床以外の開設中清掃 日 60 .00

減菌薬品 式

小計

直接物品費 式

小計

業務管理費 式

小計

1

1

単価表 第41表

1

単価表 第31表

単価表 第36表

数 量 単 価 金 額 摘 要

松　戸　市



内　訳　書
内訳書第10表

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位

水質検査業務（東部）

総トリハロメタン 回 1 .00

総トリハロメタン以外 回 2 .00

計

数 量 単 価 金 額 摘 要

単価表 第42表

単価表 第43表

松　戸　市



単　　価　　表
第 1 表 プール管理業務 通常期(平日)　１日 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

警備員Ａ 人

警備員Ｂ 人

警備員Ｃ 人

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 2 表 プール管理業務 シーズン期(平日)　１日 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

警備員Ａ 人

警備員Ｂ 人

警備員Ｃ 人

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 3 表 プール管理業務 通常期（土日、祝日）１日 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

警備員Ａ 人

警備員Ｂ 人

警備員Ｃ 人

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 4 表 プール管理業務 シーズン前後期（土日、祝日）　１日 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

警備員Ａ 人

警備員Ｂ 人

警備員Ｃ 人

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 5 表 プール管理業務 シーズン期（土日、祝日）　１日 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

警備員Ａ 人

警備員Ｂ 人

警備員Ｃ 人

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 6 表 プール清掃業務　　床の日常清掃　プールサイド、採暖室、ロッカー室、シャワー室

（和名ケ谷） 100㎡/回 当たり

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 7 表 プール清掃業務　　　　床の日常清掃　　監視室、医務室、プール倉庫

（和名ケ谷） 100㎡/回 当たり

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 8 表 プール清掃業務　　　　床の日常清掃　　トイレ

（和名ケ谷） 100㎡/回 当たり

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 9 表 プール清掃業務　　　　床の日常清掃　　廊下 100㎡/回 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 10 表 プール清掃業務　　　　床の日常清掃 1日 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

プールサイド ㎡/日 558 .69 単価表 第6表

採暖室 ㎡/日 36 .87 単価表 第6表

ロッカー室 ㎡/日 248 .27 単価表 第6表

シャワー室 ㎡/日 53 .71 単価表 第6表

監視室 ㎡/日 17 .00 単価表 第7表

医務室 ㎡/日 9 .15 単価表 第7表

プール倉庫 ㎡/日 47 .31 単価表 第7表

トイレ ㎡/日 66 .07 単価表 第8表

廊下 ㎡/日 94 .39 単価表 第9表

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 11 表 プール清掃業務　　 床以外の日常清掃　　　トイレ、洗面台 100㎡/回当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 12 表 プール清掃業務　　　床以外の日常清掃　プールサイド、採暖室、ロッカー室、シャワー室　

（和名ケ谷） 100㎡/回当たり

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 13 表 プール清掃業務　　床以外の日常清掃　　監視室、医務室、プール倉庫

（和名ケ谷） 100㎡/回 当たり

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 14 表 プール清掃業務　　床以外の日常清掃

（和名ケ谷） 1日 当たり

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

トイレ ㎡/日 66 .07 単価表 第11表

洗面台 ㎡/日 14 .95 単価表 第11表

プールサイド ㎡/日 558 .69 単価表 第12表

採暖室 ㎡/日 36 .87 単価表 第12表

ロッカー室 ㎡/日 248 .27 単価表 第12表

シャワー室 ㎡/日 53 .71 単価表 第12表

監視室 ㎡/日 17 .00 単価表 第13表

医務室 ㎡/日 9 .15 単価表 第13表

プール倉庫 ㎡/日 47 .31 単価表 第13表

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 15 表 プール清掃業務　　定期清掃　　ロッカー室、シャワー室、プールサイド　　100㎡/回当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 16 表 プール清掃業務　　定期清掃　　トイレ　　100㎡/回当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 17 表 プール清掃業務　 定期清掃　　廊下 100㎡/回 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 18 表 プール清掃業務　 定期清掃　 1日 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

ロッカー室 ㎡/日 248 .27 単価表 第15表

シャワー室 ㎡/日 53 .71 単価表 第15表

プールサイド ㎡/日 558 .69 単価表 第15表

トイレ ㎡/日 66 .07 単価表 第16表

廊下 ㎡/日 94 .39 単価表 第17表

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 19 表 プール清掃業務 特別清掃　25ｍ・流水・幼児用プール 　100㎡/回 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｂ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 20 表 プール清掃業務　 特別清掃 1日 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

25ｍプール ㎡/日 305 .60 単価表 第19表

流水プール ㎡/日 321 .10 単価表 第19表

幼児用プール ㎡/日 27 .00 単価表 第19表

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 21 表 トレーニング室管理業務 1日 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

警備員Ｂ 人

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 22 表 水質検査業務 総トリハロメタン １回 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

総トリハロメタン 検体 4 .00

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 23 表 水質検査業務 総トリハロメタン以外 １回 当たり

（和名ケ谷）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

一般細菌 検体 4 .00

残留塩素 検体 4 .00

濁度 検体 4 .00

水素イオン濃度（ＰＨ） 検体 4 .00

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量（有機物） 検体 4 .00

大腸菌 検体 4 .00

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 24 表 プール管理業務 ７月１７日まで(平日)　１日 当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

警備員Ａ 人

警備員Ｂ 人

警備員Ｃ 人

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 25 表 プール管理業務 ７月１８日以降（平日）　１日 当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

警備員Ａ 人

警備員Ｂ 人

警備員Ｃ 人

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 26 表 プール管理業務 土日、祝日１日 当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

警備員Ａ 人

警備員Ｂ 人

警備員Ｃ 人

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 27 表 プール清掃業務 開設前後清掃　    トイレ 100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 28 表 プール清掃業務 開設前後清掃　    機械室 100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 29 表 プール清掃業務 開設前後清掃　プール、プールサイド、ロッカー室、シャワー室　100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 30 表 プール清掃業務 開設前後清掃　　　廊下　　　　　 100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 31 表 プール清掃業務　 開設前後清掃　　　　　　　　 1日 当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

トイレ ㎡/日 24 .00 単価表 第27表

機械室 ㎡/日 24 .00 単価表 第28表

プール ㎡/日 574 .00 単価表 第29表

プールサイド ㎡/日 756 .00 単価表 第29表

ロッカー室 ㎡/日 44 .00 単価表 第29表

シャワー室 ㎡/日 30 .00 単価表 第29表

廊下 ㎡/日 36 .00 単価表 第30表

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 32 表 プール清掃業務 床の開設中清掃　    トイレ 100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 33 表 プール清掃業務 床の開設中清掃　    機械室 100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 34 表 プール清掃業務 床の開設中清掃　プールサイド、ロッカー室、シャワー室　　　100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 35 表 プール清掃業務 床の開設中清掃　　　廊下　　　　　 100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 36 表 プール清掃業務　 床の開設中清掃 1日 当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

トイレ ㎡/日 24 .00 単価表 第32表

機械室 ㎡/日 24 .00 単価表 第33表

プールサイド ㎡/日 756 .00 単価表 第34表

ロッカー室 ㎡/日 44 .00 単価表 第34表

シャワー室 ㎡/日 30 .00 単価表 第34表

廊下 ㎡/日 36 .00 単価表 第35表

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 37 表 プール清掃業務 床以外開設中清掃　    トイレ 100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 38 表 プール清掃業務 床以外開設中清掃　    機械室 100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 39 表 プール清掃業務 床以外開設中清掃　プール、ロッカー室、シャワー室　　　　　100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 40 表 プール清掃業務 床以外開設中清掃　　　廊下　　　　　 100㎡/回当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

清掃員Ａ 人

清掃員Ｃ 人

小計 式 1

1㎡/回当たり 式 1

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 41 表 プール清掃業務　 床以外の開設中清掃 1日 当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

トイレ ㎡/日 24 .00 単価表 第37表

機械室 ㎡/日 24 .00 単価表 第38表

プール ㎡/日 574 .00 単価表 第39表

ロッカー室 ㎡/日 44 .00 単価表 第39表

シャワー室 ㎡/日 30 .00 単価表 第39表

廊下 ㎡/日 36 .00 単価表 第40表

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 42 表 水質検査業務 総トリハロメタン １回 当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

総トリハロメタン 検体 3 .00

計

数 量

松　戸　市 　　



単　　価　　表
第 43 表 水質検査業務 総トリハロメタン以外 １回 当たり

（東部）

名　　　　称 規 格 寸 法 単位 単 価 金 額 摘 要

一般細菌 検体 3 .00

残留塩素 検体 3 .00

濁度 検体 3 .00

水素イオン濃度（ＰＨ） 検体 3 .00

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量（有機物） 検体 3 .00

大腸菌 検体 3 .00

計

数 量

松　戸　市 　　
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スポーツ施設管理業務委託仕様書 

 

１ 委託名称 和名ケ谷スポーツセンター 他１施設スポーツ施設管理業務委託 

 

２ 委託場所  松戸市和名ケ谷１３６０番地及び松戸市高塚新田４２７番地 

 

３ 委託期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託業務概要（目次） 

 

【１】和名ケ谷スポーツセンター総括編    ２～４  ページ 

【２】      〃     温水プール管理業務  ５～６  ページ 

【３】      〃     トレーニング室管理業務  ７    ぺージ 

【４】東部スポーツパークプール管理業務    ８～１２ ページ 
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【１】和名ケ谷スポーツセンター総括編 

 

１ 施設概要 

 (1)所在地 ：松戸市和名ケ谷１３６０番地 

 (2)敷地面積：10,402㎡ 構造：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 

  (3)床面積 ：9,026㎡ 1階：4,362㎡ 2階：2,970㎡ 3階：1,694㎡ 

 (4)駐車場 ：第一駐車場（体育室階下）54台 第四駐車場（敷地外）96台 

        身障者用駐車場（当センター正面入口前）3台 

(5)施設開館時間 午前８時５０分から午後９時まで 

(6)休館日    

①定休日 ：毎月第３月曜日（祝日の場合はその翌日） 

②年末年始：１２月２９日から翌年１月４日まで（ただし、温水プールについては１月５日まで） 

③その他 ：和名ケ谷クリーンセンターの電気設備点検実施日（予定：２月の第３日曜日） 

 (7)シーズン期 

   毎年７月１日から８月３１日までをシーズン期、６月１日から６月３０日まで及び９月１日 

から９月３０日までをシーズン前後期とする。 

(8)施設構成 

階数 施設 

3 ラウンジ    小体育室    和室    多目的ホール  会議室 

2 

玄関ホール   受付カウンター 事務室   体育室     プール観覧席 

自販機コーナー ラウンジ    浴室    トレーニング室 ロッカー室 

図書館 

1 温水プール   ラウンジ    ロッカー室 駐車場     機械室 

 

２ 基本的事項 

(1)施設の目的 

当施設は、隣接する和名ケ谷クリーンセンター（清掃工場）の余熱を有効利用するとともに、近

隣住民の利便の向上を図りつつ、市民の健康の増進と健康で文化的な生活に寄与することを目的

とする。 

(2)施設管理運営の基本方針 

 ア.施設の目的に沿い、安定した運営管理に努めること。 

 イ.公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体・個人に有利

あるいは不利になるような運営は行わないこと。 

ウ.当施設が地域密着性が高いことを十分に認識し業務を遂行すること。 
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３ 法令の遵守 

(1)当施設の運営管理にあたっては本業務委託仕様書のほか、地方自治法、個人情報の保護に 

関する法律、松戸市スポーツ施設条例、松戸市スポーツ施設条例施行規則、その他関係す 

る法令及び公的機関からの通知や指針等を遵守すること。 

  (2)受託者は上記の法令等により必要と認められる場合には、官公庁への連絡及び届出、手続 

   等について、遅滞なくこれを処理すること。 

 

４ 従事者の配置及び一般事項 

(1)受託者は、警備業法に定められる認定を受けた事業者であること。 

 (2)従事者の配置は、スポーツ施設管理業務の遂行に支障のないよう定めること。なお、資格保 

有者等の配置を要する場合は、各業務の仕様にて別に定める。 

 (3)従事者の服装は、受託者の従業員であることが容易に判別できるものとすること。 

 (4)受託者は、都度、必要事項を記載した作業員名簿を委託者に届け出ること。 

 (6)受託者は、当施設の信用を失墜するような行為を行わないこと。 

 

５ 報告 

受託者は当施設敷地内（和名ケ谷クリーンセンター敷地内を含む）において発生および知り 

得た事件・事故・苦情・要望等については、誠実かつ迅速に対応し、委託者へ報告すること。 

 

６ 業務の引継ぎ 

(1)受託者は、委託期間の開始に先立ち業務を円滑に履行するため、従前の受託者から業務引き 

継ぎを受けるために必要な措置を講じること。 

 (2)受託者は、委託期間の終了に先立ち業務が混乱又は停滞することがないよう、翌年度の受託 

者に対し引継ぎを行うこと。 

 (3)受託者は設備台帳を作成し、工事および修繕ごとに更新すること。また年度末に委託者に設備

台帳を提出し次年度以降の工事計画作成に協力を行うこと。 

 

７ 費用負担区分 

  委託者と受託者の費用負担区分は以下のとおりとする。 

(1)委託者の負担区分 

  ア．従業員控室、資材消耗品保管場所の提供 

  イ．机・椅子・ロッカー等、管理運営上必要となる什器類 

  ウ．光熱水費及び電話料金 

  エ．設備機器等の部品や管球類等の消耗品 

  オ．施設利用者に貸し出す用具等の備品類 

(2)受託者の負担区分 

 （1）に定める物以外のもの（プール水質検査費用等含む） 
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８ 損害賠償 

(1)損害予防措置等 

①業務の遂行にあたり、市・第三者に危害又は損害を与えないよう万全の措置を講じること 

とし、危害又は損害を与えた場合、もしくはその恐れのある場合は直ちに委託者に報告す 

ること。 

    ②業務中に発見した破損又は故障箇所について適切な判断を下し、手持ちの材料又は部品が 

ある場合は修理交換を行い、応急措置ができない場合は適切な予防措置を講じること。この場

合、措置状況を全て記録するとともに、委託者へ報告すること。 

 (2)損害賠償責任 

  受託者が、故意又は過失により施設又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償責任を負うこと。 

 

９ 提出書類 

(1)各業務日報 

  受託者は、各業務に係る日報を作成し、提出すること。 

(2)作業報告書 

  受託者は、前月の作業実施状況をとりまとめた月報を作成し、提出すること。 

(3)点検・検査結果報告書 

  受託者は、各業務仕様に示す保守点検・定期検査等を行った際、あるいは第三者が実施した 

際は、その結果を示す報告書、結果通知書等を遅滞なく市に提出すること。 

 

10 その他 

(1) 契約終了後は、直ちに関係書類（図面、帳簿類）及び委託者の貸与品を返還すること。 

(2) 本仕様は基本的な事項を定めたものであり、特段の定めがない場合であっても、当然必要な事

項については受託者の負担でこれを実施すること。 

(3) 本仕様書の各条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて、委託者・受託者の協議 

のうえ定める。 
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【２】和名ケ谷スポーツセンター温水プール管理業務 

                          

１．従事者の配置 

 (1)プール監視員 

   プール室内および付帯設備における安全の維持及び事故防止のため、常時複数人の監視員を 

適正に配置すること。なお、シーズン期・シーズン前後期には利用者の大幅な増加が見込まれ

るため、配置人員の拡充など業務実施に支障のないよう適切な対応をとること。 

(2)資格等 

  職員はプールの安全・衛生の維持、水泳指導、救命救急等に関する知識・技術・経験を有す 

る者とし、次の資格と同等以上の資格を持つもので、恒常的な雇用関係にある者を含むこと。 

ア．遊泳用プール衛生管理者講習会修了者 

イ．日本スポーツ施設協会水泳指導管理士 

ウ．日本赤十字社水上安全法救助員資格 

エ．日本赤十字社救急法救急員又は消防庁普通救命講習修了者 

(3)受託者は、上記の配置に異動・交代等が生じた場合、施設管理業務に支障の無いよう、 

代替要員の確保や引継ぎ等適切に対応すること。 

 

２．貸与品及び支給品の管理 

  受託者は、市から貸与された物品について、その保管及び使用を適正に行うこと。 

 

３．業務内容 

(1)プール管理業務 

  ①プール室内の監視および巡視 

  ②ロッカー室・通路・トイレ・採暖室等の巡視 

 ③閉館後のプール室内、更衣室（ロッカー及び貴重品ロッカー内含む）、採暖室等の点検 

 ④施設内での傷病者発生時の応急対応および市への報告 

  ⑤医薬品の保管および管理 

 ⑥掲示物等の作成   

(2)清掃業務 

  ①日常清掃 

  表１「日常清掃表」の範囲について、開館日に床の日常清掃及び床以外の日常清掃を行うこと。 

②定期清掃 

  表２「定期清掃表」の範囲について、休館日に床の定期清掃を行うこと。 

 ③特別清掃 

  年末（１２月２９日）にプール槽の水抜き清掃を行うこと。 

(3)水質管理業務 

  ①プール水質の維持・管理 
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②プール水質の日常検査・定期検査 

③建物管理業務受託者の設備管理担当者との連携。 

(4)プール教室運営 

受託者は、アクアビクス、水中ウォーキング等の教室を、週９回以上、１回につき３０分 

以上開催すること。シーズン期等は休講とし、休講の期間は市の指示によるものとする。ま 

た、常に各教室の成果等を検証し、施設の有効利用に努めること。 

教室の開催に必要となる備品等は、予め施設にある備品を除き受託者において準備する。 

(5)プール可動床保守点検 

受託者は、可動床設備が正常・安全に稼働するよう日常的に点検を行い、機能の維持に努め 

ること。また、故障等異常が判明した場合は、直ちに市に書面により報告し、緊急保守点検 

を実施すること。なお、保守点検に要する費用については、受託者の負担とする。 

 

○表１ 日常清掃表    

清掃箇所 作業内容 面積(㎡) 備考 

プールサイド 床及び床以外の日常清掃 558.69 
ぬめり・苔等の除去 

コーキング部分洗い 

採暖室 床及び床以外の日常清掃 36.87 ガラス・壁等の水拭き 

ロッカー室 床及び床以外の日常清掃 248.27   

シャワー室 床及び床以外の日常清掃 53.71   

監視室 床及び床以外の日常清掃 17   

医務室 床及び床以外の日常清掃 9.15   

プール倉庫 床及び床以外の日常清掃 47.31 什器類の清掃 

トイレ 床及び床以外の日常清掃 66.07   

廊下 床の日常清掃 94.39   

洗面台 床以外の日常清掃 14.95   

○表２ 定期清掃表   ・ 

清掃箇所 作業内容 面積 備考 

プールサイド 床の定期清掃 558.69 排水溝の清掃 

ロッカー室 床の定期清掃 248.27   

シャワー室 床の定期清掃 53.71   

トイレ 床の定期清掃 66.07   

廊下 床の定期清掃 94.39   
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【３】和名ケ谷スポーツセンタートレーニング室管理業務 

 

１．従事者の配置 

 (1)指導員 

   開館中は指導員を常駐させること。なお初回講習会実施時等は別途指導員を配置すること。 

(2)資格等 

   指導員は利用者に対し適切な健康運動指導を行うための知識・技術・経験を有する者とし、 

次の資格を持つもので、恒常的な雇用関係にある者を含むこと。 

   ア．日本スポーツ施設協会トレーニング指導士 

   イ．健康運動実践指導者 

   ウ．上記と同等以上の資格 

  

２．貸与品及び支給品の管理 

受託者は、市から貸与された物品について、その保管及び使用を適正に行うこと。 

 

３．業務内容 

 (1)トレーニング指導業務 

   ①利用者に対するトレーニング機器の操作及び取扱等の指導・助言 

   ②利用者の年齢・体力・目的に応じたトレーニングの指導やプログラムの作成 

   ③初回講習会の実施 

    ア．トレーニング室の利用規則・利用手続き方法の説明 

    イ．トレーニングの流れについての説明 

    ウ．各トレーニング機器の取扱方法、注意事項についての説明 

    エ．初回講習会以降のトレーニング室の使用方法についての説明 

    オ．初回講習会終了証の発行 

   ④事故の未然防止、及び危険行為に対する注意・警告 

(2)清掃・点検業務 

  ①トレーニングマシン及び関連機器の日常点検及び定期点検 

  ②トレーニングマシンの修繕 

  ③トレーニング室内及びトレーニングマシンの清掃 

  ④更衣室及び更衣室内ロッカーの巡視 

(3)教室運営 

受託者は、ソフトエアロビクス等の教室を、週４回以上、１回につき３０分以上開催するこ 

と。また、常に各教室の成果等を検証し、施設の有効利用に努めること。 

教室の開催に必要となる備品等は、予め施設にある備品を除き受託者において準備する。 
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【４】東部スポーツパークプール管理業務 

 

１ 施設概要 名称：東部スポーツパークプール 敷地面積：1,300㎡ 

       （1）25ｍプール  25ｍ×15ｍ （水深 1.0ｍ－1.4ｍ） 

       （2）幼児用プール 不整形 83㎡（水深 0.5ｍ） 

       （3）プールサイド 756㎡ 

２ 開設期間  令和 8年 7月 1日から令和 8年 8月 31日まで 

       休業日は 7月 6日（月）、13日（月）の計 2日間とする 

３ 作業時間 （1）令和 8年 7月 1日から 17日（土曜日、日曜日、祝日及び休業日を 

         除く）の計 11日間は、午前 11時 30分から午後 5時 30分まで 

       （2）令和 8年 7月の土曜日、日曜日、祝日と令和 8年 7月 18日から 

         8月 31日までの計 49日間は、午前 8時 30分から午後 5時 30分まで 

４ 開設時間 （1）第 1回目  午前 9時 00分から午前 11時 00分まで 

※7月 1日から 7月 17日まで（土、日を除く）は開設しない。 

       （2）第 2回目  正午から午後 2時 00分まで 

       （3）第 3回目  午後 3時 00分から午後 5時 00分まで。 

５ 業務の範囲（1）遊泳者の監視及び救護並びに安全管理 

       （2）プール入場券の発行及び入場料の徴収、ロッカー鍵の受渡し 

       （3）盗難、火災、傷害事故の防止及び事故における適切な措置 

       （4）プールの水質管理、ろ過機、その他機器の操作整備 

       （5）各種書類の作成 

       （6）プール内外の清掃、ロッカー室、シャワー室、トイレの清掃 

       （7）備品及び物品の管理、日誌の記載、忘れ物の保管、市職員への連絡 

（8）プール開場前の準備、プール閉場後の後片付け 

６ 必要経費の負担区分 プール管理上、必要とされる経費の負担区分は、次のとおりとする。 

 （1）委託者 ア 光熱水費及び備品並びに物品の購入費 

 （2）受託者 ア 減菌薬品、消耗品、材料費、水質検査費用  

イ 受託者の故意または過失による損害賠償 

７ 団体利用の取扱い 

  団体利用を市が認めた場合は、一般利用者と区分し利用させることもあるが、この場合の 

 監視業務は、通常と同じ扱いとする。 
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８ プールの諸設備 

 （1）ろ過装置 ２基 循環ろ過式珪素土ろ過機 

・ろ過能力 25ｍプール 120t/h ・幼児用プール   40t/h 

 （2）滅菌装置 ２基 塩素滅菌機 

 （3）ロッカー 鍵式（収容数 男性：126人 女性：99人） 

 

９ 職員の配置 

（1）プール監視員 

   プール室内および付帯設備における安全の維持及び事故防止のため、常時複数人の監視員を 

適正に配置すること。 

(2)資格等 

  従事者はプールの安全・衛生の維持、水泳指導、救命救急等に関する知識・技術・経験を有す 

る者とし、次の資格と同等以上の資格を持つもので、恒常的な雇用関係にある者を含むものと

する。 

ア．遊泳用プール衛生管理者講習会修了者 

イ．日本スポーツ施設協会水泳指導管理士 

ウ．日本赤十字社水上安全法救助員資格 

エ．日本赤十字社救急法救急員又は消防庁普通救命講習修了者 

(3)受託者は、上記の配置に異動・交代等が生じた場合、施設管理業務に支障の無いよう、 

代替要員の確保や引継ぎ等適切に対応すること。 

10 委託業務の留意点 

（1）水面監視及び救助 

  プール開設期間中受託者は、各プールやプールサイドに適正に監視員を配置のうえ、プール水面、

プールサイド、及びプール全体を監視し、危険な状態を発見した時は、直ちに救助にあたり適切な

措置を講じなければならない。なお、監視員は、常に人命救助に関する知識と技能を深めるよう努

めることとし、事故発生の際は、救助活動後、直ちに事故の原因及び程度、措置の内容について委

託者に報告すること。 

（2）水質及び機械管理 

 ア プールの水質を千葉県遊泳用プール指導要綱に定められている基準に基づいて管理するも 

のとし、1時間毎に採水した残留塩素濃度等を測定し、気温と共に記録すること、測定した 

水質の残留塩素濃度が基準値以外の場合は、滅菌機の操作及び塩素剤の投入により管理基準 

値以内とすること。 

 イ 水素イオン濃度（ＰＨ値）・濁度・過マンガン酸カリウム消費量・大腸菌群・一般細菌等の 

水質検査を開催前、開催期間中に毎月各 1回、総トリハロメタンは開設期間中 1回検査機関 

に依頼すること。また、その費用は受託者の負担とする。 
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 ウ 機械及び機器の整備・点検を常に実施すること。 

 エ 特にプールの給水口及び排水口は、毎日毎回開場時間前に異常がないかを確認し、委託者 

へ報告すること。 

 オ 故障箇所で修理できないものは、委託者に連絡し修理依頼すること。 

（3）プール入場券の発行及び入場料の徴収 

 ア プール受付窓口前に一列に並ばせ、事件・事故のないように発行すること。 

 イ 途中時間からの入場についても、料金が発生することを説明する。 

 ウ 泥酔者及び感染症者等の発見に努め、入場を制限すること。 

 エ 各回毎に発行枚数及び領収金を集計し、記録すると共に委託者に報告すること。 

（4）ロッカー鍵の受渡し 

 ア プール入場者にロッカー鍵を渡すこと。 

 イ 発行した入場券の控えは、保管しておくこと。 

 ウ 退場者から必ずロッカー鍵の回収を行うこと。 

（5）清掃管理業務 

 ア 開設期間前にプール本体の水抜き、給水を行うこと。 

 イ 開設期間前後にプール及びロッカー室、シャワー室、トイレ、機械室、廊下の清掃を行 

うこと。 

 ウ 開設時間前及び休憩時間中にプール及びロッカー室、シャワー室、トイレ、機械室、廊下の清

掃を行うこと。 

 エ プールサイド、プール入口、機械室等を清掃箇所に応じた用具で清掃し、危険物は片づけ 

ておくこと。なお、本作業は、必要に応じてその都度実施すること。 

 オ プール水面に浮遊物があるとき、また、汚染されているときは、オーバーフローやプール 

クリーナー（ロボット）等により必ず除去すること 

 カ 清掃業務に必要な材料は、受託者の負担とする 

11 入場者の指導 

（1）入場制限 一回の入場者数は 225名を限度とする 

（2）プール水の汚染防止 

  入水前にシャワー等で全身を十分に洗わせてから、プールサイドへ入場させること。 

（3）危険物の持ち込み禁止 

  ガラス製品、金属製品等はプール場内へ持ち込まないよう指導すること。 

（4）注意事項の放送 

ア 入場前、利用者に当プールの利用の注意を説明すること。 

イ 利用者の入水前にプール利用の規制及び注意を説明すること。 

（5）準備運動の励行 利用者の入水前に準備体操をさせること。 

（6）利用者の休憩時間 
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 第 1回から第 3回までの各回の開場時間の中間に、10分間の休憩時間を設けプール利用者全 

員に休憩をとらせること。また、その時間を利用しプール内外の安全確認を行うこと。 

（7）貴重品の預かり 

 受託者は、利用者の貴重品を一切預からないこと。ただし、利用者から強く要望があった場 

合は、委託者に報告すること。 

（8）光化学スモッグへの対応 

 光化学スモッグ注意報が発令された際は、委託者の指示に従い対応すること。 

12 シャワー用水等の節水  シャワー用水等については、利用者がいない時には必ずコックを 

締める等の措置を講じ、節水に努めること。 

13 忘れ物等の取扱い  忘れ物等を発見した際は、受託者にて日時、発見場所等を明記した台 

帳を作成し、管理すること。業務完了後、委託者に台帳と共に引き渡すこと。 

14 物品（備品）管理  物品（備品）は、大切に使用すること。 

15 従事者事前講習会  受託者は、プール開設前に従事者に対し水難事故等を想定した救助訓 

練、及び講習会を実施すること。 

16 業務報告 

 受託者は、委託者と密接な連絡を行い、毎日業務終了後、日誌に記載し委託者へ提出すること。 

17 履行期間終了時における報告 

 受託者は、履行期間終了の際、備品や機械設備の現在数、故障箇所等を報告すること。 

18 臨機の措置  委託者は、緊急かつ必要と認める時は、受託者に対し必要な措置を指示し、結 

果を報告させることができる。 

19 受託者の責任 

（1）受託者は、従事者の身元、行為、風紀、規律に関し一切の責任を負う。 

（2）受託者は、受託契約に係る施設及び設備については、善良な管理に基づき火災、盗難その 

  他の事故防止に留意すること。 

（3）受託者は、入場者の水難、病気及びその他人身事故の防止に努め、万一、事故が発生した 

際は直ちに適切な措置を講ずること。 

（4）受託者は、市が貸与する以外の必要な消耗品等については、全てその費用を負担すること。 

20 出勤簿の作成と記載 受託者は、出勤簿を作成し従事者の出勤報告を把握すること。 

21 服装 監視員については、水着を着用し、プールの安全管理等に従事させる。ただし、Ｔ 

シャツの着用を可とする。 

22 渇水等における対応 

  水不足及び異常気象等でプールの開催が一時中止となった場合、資源が確保され履行可能な 

期日まで、水質管理（機械運転など）等のため常時 1人は常駐させること。 

23 プール清掃面積（総面積 1,300㎡、プールサイド 756㎡） 

・25ｍプール(底面 375㎡ 側面 96㎡) ・幼児用プール底面(83㎡側面 20㎡) 
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24 清掃要領 

（1）プール本体、洗眼所等は、洗剤等を使用して清掃する。 

（2）プール側面等の汚れのひどい箇所は、丁寧に薬品を使用し洗浄すること。 

（3）オーバーフローは、外蓋を外し、内部もよく清掃すること。 

（4）プールサイドは、高圧洗浄機等を使用し清掃すること。 

25．その他 

（1）清掃により排出された土、ゴミ等は受託者の責任において処理すること。 

（2）当該業務に疑義が生じた際は、委託者・受託者で協議のうえ、業務を遂行すること。 
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